
学校生活相談センターの開設について 

 

教学指導課心の支援室 

    

１１１１    趣趣趣趣    旨旨旨旨    

        児童生徒や保護者からの、いじめや不登校などの学校生活に関する悩みについての相談児童生徒や保護者からの、いじめや不登校などの学校生活に関する悩みについての相談児童生徒や保護者からの、いじめや不登校などの学校生活に関する悩みについての相談児童生徒や保護者からの、いじめや不登校などの学校生活に関する悩みについての相談

体制の充実を図るため、従来の「こどもの権利支援センター」を改編し、「学校生活相談体制の充実を図るため、従来の「こどもの権利支援センター」を改編し、「学校生活相談体制の充実を図るため、従来の「こどもの権利支援センター」を改編し、「学校生活相談体制の充実を図るため、従来の「こどもの権利支援センター」を改編し、「学校生活相談

センター」をセンター」をセンター」をセンター」を開設開設開設開設しますしますしますします。。。。    

    

２２２２    概概概概    要要要要    

 

１ 名   称    学校生活相談センター 

             （24 時間いじめ相談ダイヤル～いじめ・いのち・学校生活の悩み～） 

２ 業務開始日    平成 27 年４月１日（水） 

３ 相 談 方 法  

   ○電話による相談                  なやみいおう 

               電話番号  ０５７０－０―７８３１０  

    ○メールによる相談 

              メールアドレス   gakko-sodan@pref.nagano.lg.jp 

               ※返信に時間のかかる場合があります。 

    

    

    

３３３３    相談体制の相談体制の相談体制の相談体制の充実充実充実充実    

        ・教育委員会の指導主事のほか、相談員として臨床心理士を配置し、・教育委員会の指導主事のほか、相談員として臨床心理士を配置し、・教育委員会の指導主事のほか、相談員として臨床心理士を配置し、・教育委員会の指導主事のほか、相談員として臨床心理士を配置し、児童生徒や保護者児童生徒や保護者児童生徒や保護者児童生徒や保護者

等の心の悩みについて等の心の悩みについて等の心の悩みについて等の心の悩みについて専門的な見地から相談に応じます。専門的な見地から相談に応じます。専門的な見地から相談に応じます。専門的な見地から相談に応じます。    

        ・休日や夜間も含め・休日や夜間も含め・休日や夜間も含め・休日や夜間も含め 24242424 時間体制で時間体制で時間体制で時間体制で電話電話電話電話相談に応じます。相談に応じます。相談に応じます。相談に応じます。    

        ・電子メールによる相談にも応じます。・電子メールによる相談にも応じます。・電子メールによる相談にも応じます。・電子メールによる相談にも応じます。    

    

４４４４    周知方法周知方法周知方法周知方法    

        ○○○○    国公私立の小・中国公私立の小・中国公私立の小・中国公私立の小・中学校学校学校学校、高等学校、特別支援学校、高等学校、特別支援学校、高等学校、特別支援学校、高等学校、特別支援学校にににに別添のチラシを別添のチラシを別添のチラシを別添のチラシを配布し、配布し、配布し、配布し、教室等教室等教室等教室等

への掲示を依頼への掲示を依頼への掲示を依頼への掲示を依頼（（（（４月予定４月予定４月予定４月予定））））。。。。    

        ○○○○    公立公立公立公立中学校・高等学校の生徒手帳に中学校・高等学校の生徒手帳に中学校・高等学校の生徒手帳に中学校・高等学校の生徒手帳に当センターの電話番号を当センターの電話番号を当センターの電話番号を当センターの電話番号を掲載する掲載する掲載する掲載するよう依頼。よう依頼。よう依頼。よう依頼。    

 




